
（
６
級
昇
格
）

・
今
回
の
発
令
は
、
こ
れ
ま
で

事
務
所
官
ポ
ス
ト
退
職
２
年

前
、
課
長
退
職
１
８
ヶ
月
前･

出
張
所
長
退
職
１
年
前
６
級
発

令
と
、
ポ
ス
ト
に
よ
る
発
令
が

固
定
さ
れ
た
こ
と
が
特
徴
で

す
。
平
成
２
４
年
度
ま
で
は
近

畿
を
中
心
に
課
長
の
定
退
２
年

前
発
令
な
ど
の
実
績
が
あ
り
ま

し
た
が
、｢

事
務
所
官
ポ
ス
ト･

課
長･

出
張
所
長
が
同
じ
条
件

で
の
発
令
は
問
題｣

と
し
、
本

来
な
ら
ば
、
官
ポ
ス
ト
の
発
令

を
退
職
３
年
前
発
令
に
す
る
な

ど
の
改
善
に
努
め
る
べ
き
で
す

が
、
当
局
は｢

楽
で
、
何
の
努

力
の
必
要
も
無
い｣

『
発
令
を

遅
ら
せ
る
』
と
い
う
手
段
を
選

択
を
し
、
こ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
に

格
差
を
持
ち
込
み
ま
し
た
。

そ
の
格
差
が
ほ
ぼ
今
年
で
固
定

さ
れ
た
と
い
え
ま
す
。

・
平
成
２
７
年
度
定
年
退
職
者

の
内
、
ポ
ス
ト
歴
で
残
さ
れ
て

い
た
課
長
、
出
張
所
長
全
員
に

６
級
昇
格
が
発
令
さ
れ
ま
し
た

（
一
部
調
査
中
あ
り
）
。

・
事
務
所
官
ポ
ス
ト
へ
の
発
令

は
、
３
０
年
生
（
２
７
年
度
定

退
）
か
ら
３
８
年
生
ま
で
に
発

令
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
局
補
佐

等
の
経
験
者
が
優
遇

さ
れ
て
い
ま
す
。
３

０
年
生
へ
の
発
令
は
、

出
張
所
長
の
工
品
官

へ
の
異
動
に
よ
り
退

職
１
年
前
の
発
令
と

な
っ
て
い
ま
す
。

・
平
成
２
５
年
度
以

降
、
局
補
佐
の
６
級

の
発
令
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
局
・
専
門
官

の
発
令
数
は
昨
年
の

２
名
か
ら
今
年
度
１

２
名
に
増
え
て
お
り
、

補
佐
か
ら
局
・
専
門

官
へ
の
異
動
を
行
い

発
令
し
て
い
る
実
態

が
あ
り
ま
す
（
近
畿
）
。

・
出
張
所
長
の
発
令

で
は
、
北
陸
で
ス
ー

パ
ー
出
張
所
長
の
発

令
（
３
５
、
３
６
年

生
）
が
あ
り
中
抜
き

発
令
が
さ
れ
て
い
ま

す
。

・
４
月
期
発
令
の
結

果
、
現
時
点
で
は
２
７
年
度
管

理
職
等
の
退
職
者
、
２
７
３
名

の
内
２
６
１
名
が
６
級
以
上
で

退
職
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
未
発
令
は
、
事
・
専
門
官

と
地
理
が
占
め
て
い
ま
す
が
、

専
門
官
は
管
理
職
経
験
者
な
ど

各
地
整
で
の
位
置
づ
け
が
異
な

っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。

（
５
級
昇
格
）

・
概
ね
、
局
補
佐
・
専
門
官
は

４
２
年
生
以

前
、
事
務
所

課
長
は
４
１

年
生
以
前
、

出
張
所
長
は

４
０
年
以

前
か
ら
の
発

令
と
な
っ
て

い
ま
す
。

昨
年
度
、
人

事
院
は
５
０

歳
台
後
半
の

給
与
水
準
の

引
き
下
げ
の

た
め
、
５
級
、

６
級
に
８
号

俸

を

増

設

し
、
昇
格
時

の
対
応
号
俸

を
見
直
し
て

い
る
た
め
、

高
位
号
俸
で

は
昇
格
メ
リ

ッ
ト
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
ま
す
。
今
後
定
数
改
善
や
中

抜
き
発
令
に
使
わ
せ
な
い
な
ど

「
誰
で
も
５
５
歳
ま
で
に
６
級

昇
格
発
令
」
を
追
求
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
。
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６級昇格発令

官ポストを改善せず課長･出張所長の発令を遅らせ格差導入
定年退職者の６級昇格発令

事務所専門官･地方測量部課長･補佐など未発令

２
０
１
５
年
度
の
４
月
期
昇
格
発
令
が
、
６
月
８
日
ま
で
に
全
地
整
で
発
令
さ
れ
ま
し
た
。

６
級
発
令
数
は
１
３
２
名
（
昨
年
数
は
１
０
５
名
）、
５
級
発
令
数
は
２
８
３
名
（
昨
年
数
は
３

２
３
名
）
で
し
た
。

今
号
で
は
、
そ
の
発
令
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

　平成２７年度　昇格発令結果

２４月 １８月 １５月 １２月 計
事務所課長 14 14 2 16
出張所長 47 47 2 49
建設専門官 2 2 2
事務所官ポスト 29 2 31 22 53
副所長 0 0
局・建設専門官 0 12 12
局・課長補佐 0
計 29 0 0 62 94 0 38 132

６　級　昇　格
役　職

定　年　退　職
不明

その
他

計

132
33
28
36
47
7

283

５級昇格

役　職 発令数

計

事務所課長
出張所長
事務所建設専門官
局・建設専門官
課長補佐

その他

平成２７年度定年退職者の昇格発令状況

２４月 １８月 １５月 １２月 ６ヶ月

事務所課長 64 14 1 79
出張所長 47 0 47
事務所建設専門官 2 5 7
事務所官ポスト 4 14 1 2 0 21
副所長 35 0 35
事務所長・管理所長 12 0 12
局・補佐、専門官 1 1
局・課長 10 0 10
局・官ポスト 41 0 41
地理 2 1 3 5 11
計 104 15 64 65 12 261

役　　職 既６級
定年退職前６級昇格発令時期 未発

令
計



人
事
院
は
、
「
５
０
歳
代
後

半
職
員
に
お
け
る
官
民
格
差
が

相
当
程
度
存
在
し
て
い
る
」
と

し
て
、
２
０
１
０
年
の
勧
告
よ

り
５
５
歳
超
職
員
の
賃
金
引
き

下
げ
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
一
環
と
し
て
、
２
０
１
２
年

か
ら
は
昇
格
抑
制
を
行
っ
て
い

ま
す
。

左
表
は
、
そ
の
流
れ
で
す
。

た
と
え
ば
２
０
１
２
年
度
は

５
級
８
５
号
か
ら
は
６
級
６
５

号
で
し
た
が
、
２
０
１
５
年
度

か
ら
は
、
６
級
５
１
号
へ
と
１

４
号
も
低
い
号
へ
昇
格
抑
制
さ

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
５
級
７
７
号
か
ら
昇

格
し
て
も
、
５
級
８
８
号
か
ら

昇
格
し
て
も
同
じ
６
級
５
１
号

へ
の
格
付
け
と
な
り
、
１
１
年

間
の
勤
務
は
、
全
く
評
価
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
で
は｢

勤
労
意
欲｣

を
持

ち
続
け
る
の
は
至
難
の
業
で

す
。

勤労意欲を激減させる人事院の昇格抑制政策

２０１２年との比較で１４号昇格抑制
５級６７号から昇格しても５級７６号から昇格しても同じ６級５０号

４級 ５級 ６級 ７級 ４級 ５級 ６級 ７級 ４級 ５級 ６級 ７級
73 65 73 65 73 65
74 66 74 66 74 66
75 67 75 67 75 67
76 68 76 76
77 69 77 77
78 70 78 78
79 71 79 79
80 72 80 80
81 73 53 81 81
82 74 54 82 82
83 75 55 83 83
84 76 56 84 84
85 77 57 85 85
86 78 58 86 86
87 79 59 87 87
88 80 60 88 88
89 81 61 89 89 71
90 82 62 90 90 72
91 83 63 91 91 73
92 84 64 92 76 92 74
93 85 65 93 77 93 75

66 78 76
67 79 77
68 80 78
69 81 79
70 82 80
71 83 81
72 84 82
73 85 55 83
74 56 84
75 57 85
76 58 86
77 41 59 87

42 60 88
43 61 89
44 62 90
45 63 91
46 64 92
47 65 93 53
48 66 54
49 67 55
50 68 56
51 69 57
52 70 ↓
53 71 67
54 72 68
55 73 ↓
56 74 80
57 75 81
58 76 82
59 77 37 83
60 ↓ 84
61 61 85 35

↓
45

5-85 ⇒ 6-65 5-85 ⇒ 6-55 5-85 ⇒ 6-51

2012.12以前 2013.1改悪後 2015.4改悪後
昇級対応号俸表 昇級対応号俸表 昇級対応号俸表

49

29

50

50

50

68

68
51

49

29

49

29

69
52

30 70

69
71

51

31
72

32
73

70

74
33

75

52

30

34

35

36
53

51

37

38 54

39
31

対応号
俸の大
改悪

対応号
俸の大
改悪

34

31

32

30

40

32

52
33

34

35

36

号俸
の増
設
１月

33

人事院の「５０歳代後半職員における官民格差」とは
公務の職場では、年齢や経験年数と共に職務・職責が上がります。一方民間の場合は、一定の年齢になると「役職定

年」や子会社などへの出向があり、その役職・職責が下がるのが一般的です。
人事院は、これまでのユニオンとの会見の中でもこのことを認め、さらに「５５歳超職員の民間での管理職員のデー

ターが少なく比較は厳しい」と回答していました。
そして、「５０歳代後半職員における官民格差」の根拠として持ち出しているのが、厚労省の「賃金センサス」です。
しかし、この「賃金センサス」では５０歳代後半層の役職段階別構成比は６０％が非役職者である一方、公務の職場

では多くは５級以上であり、地方出先機関でも課長や課長補佐などの役職者です。このような「賃金センサス」では非
役職者中心の民間給与と役職者中心の公務の給与の比較となり、意図的に５０歳代後半層の職員の給与を引き下げるた
めだけに考え出した詭弁であるといえます。


